単価契約仕様書
文化市民局市民スポーツ振興室
（担当　山戸、大西　電話　075-222-3134）
	件名
	（単価契約）令和８年度文書集荷配送業務（市民スポーツ振興室）

	予定数量
	下記及び別紙のとおり

	契約期間
	令和８年４月１日　～　令和９年３月３１日

	契約条件
	１　業務内容
毎日定時に集荷場所から文書等の配送物を集荷し、記載された宛先に配達する。

２　集荷場所
京都市文化市民局市民スポーツ振興室
（京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４８８番地
　分庁舎　地下１階）

３　料金の支払
⑴　受託者は、１箇月間の配達件数に単価を乗じて料金を算出し、翌月に本市が指定する方法により請求する。
⑵　受託者は、毎回集荷の際に、本市職員の確認を受けて配達伝票を提出することとし、料金は伝票の合計により算出する。
⑶　月の初日から末日までをもって１か月とする。
⑷　本市は受託者からの請求をもって料金を支払う。

４　受託者の条件
受託者は、近畿運輸局長による一般貨物自動者運送事業の許可を有していること。

５　集荷
⑴　集荷時間は、協議のうえ決定することとするが、原則１７時から１７時３０分までの間に行うこととする。
⑵　集荷は１日１回とするが、本市の緊急の求めがあった場合は、
１９時までに再度集荷できること。この際、別途費用負担は発生せず、通常の配達料金で扱うこと。
⑶　集荷は、配送物の有無に関わらず、土日祝日及び１２月２９日から１月３日までの期間を除き、毎日行うこと。

６　配達
⑴　配達先は、京都府内に限る。
⑵　配達は、土日祝日及び１２月２９日から１月３日までの期間を除き、集荷の翌日に行うこと。
⑶　配達方法は原則ポストインとするが、本市の求めに応じて配達記録にも対応できること。
なお、配達記録については、必要なときに別途契約することとする。
　 ⑷　１日５００件以上の配達先に配達できること。

	契約条件
	
７　予定数量
別紙のとおり。
ただし、契約期間において本市が依頼する数量は、この予定数量を上回ること、又は下回ることがある。本市が依頼する数量に、予定数量から大幅な増減があったとしても、本市は何ら補償しないものとする。

８　その他
本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、その都度、協議のうえ決定することとする。



　


（別紙）

（単価契約）令和８年度文書集荷配送業務（市民スポーツ振興室）
予定数量

	規格
	予定数量

	定型
	25g以内
	1,000

	
	50g以内
	350

	定型外
	50g以内
	150

	
	100g以内
	800

	
	150g以内
	100

	
	250g以内
	100

	
	500g以内
	50

	
	5kg以内
	10

	
	10kg以内
	3

	
	20kg以内
	3

	小包（冊子）
	500g以内
	2

	
	1kg以内
	2

	
	2kg以内
	2

	合計
	2,572通


　　　　　※　配達先は京都府内に限る。
